
臨時的任用教職員(常勤)・会計年度任用職員(非常勤)について 
大島教育事務所 

１ 臨時的任用教職員(常勤)の種類について 
⑴ 臨時的任用教職員(常勤)は，正規の職員が産・育休や休職などで長期間にわたり学校を休む間に，代
わりに職務を行う「代替職員」と，当該学校の定数上，欠員が生じた場合に補充する「欠員補充」の２
種類があります。 

代替職員の主な種類としては，産休代替，育休代替，休職代替，長研代替，病休代替等があります。
ただし，中学校教諭の病休代替は，原則として会計年度任用職員(非常勤)として任用します（授業，そ
の他必要な時間）。 
なお，常勤・非常勤に関わらず，任用期間は，最大で当該年度内とします（４月１日から翌年３月 31

日まで）。また，欠員の状況や学級数の変動等が見込まれる場合は，４月１日以降の任用となります。 
⑵ 職種によって次の表のような職名になります。 

区  分 職     名 
 現職の職名 教 諭 養護教諭 栄養教諭・学校栄養職員 事務職員 

欠 員 補 充 講 師 養護助教諭 栄養教諭・学校栄養職員 事務職員 
代 替 職 員 講 師 養護助教諭 栄養教諭・学校栄養職員 事務職員 

 
２ 会計年度任用職員(非常勤)の種類について 

主な種類としては，初任者研修（初任者への一般指導及び教科指導，後補充）,「かごしまっ子」すくす
くプラン（小学校低学年における授業補助等），専科指導等（小学校における専科指導等），免許外教科担
任解消（中学校における教科指導等）などがあります。 

 
３ 給料・諸手当等について 

⑴ 給料 
臨時的任用教職員(常勤)は，正規職員と同じ給料表が適用されますが，上限の設定があります。会計

年度任用職員(非常勤)においては，時間給が適用されます。 
なお，給料の支給日は，臨時的任用教職員(常勤)は毎月 21 日，会計年度任用職員(非常勤)は毎月 20

日（その日が土曜日，日曜日，休日に当たるときは，その日前の最も近い平日）になります。 
また，給料は口座振込により受領できます。 

⑵ 諸手当等 
ア 臨時的任用教職員(常勤)の場合 
(ｱ) 通勤手当，住居手当，扶養手当，単身赴任手当等 

一定の要件を満たす場合に支給されます。 
※ 月の途中で任用された場合は，その月の手当は支給されません。 
※ 単身赴任手当については，任用に伴い単身赴任となった場合に支給されます。（任用前や新

たに任用（前回任用から期間を空けずに任用された場合を含む。）された時点において，既に
単身赴任である場合は，手当は支給されません。） 

(ｲ) 教職調整額，義務教育等教員特別手当 
講師（常勤），養護助教諭，栄養教諭に支給されます。 

(ｳ) へき地手当 
大島地区内で勤務する教職員について，級地に応じて支給されます。 

(ｴ) 超過勤務手当 
事務職員，学校栄養職員について，校長が勤務を命じた場合に支給されます。 

(ｵ) 期末・勤勉手当 
６月１日及び 12 月１日を基準日として在職期間等に応じて支給されるので，それぞれ支給額が

異なります。 
(ｶ) 赴任旅費 

採用に伴い，大島地区外から各島へ，各島から各島へ転居した場合は，赴任旅費が支給されま
す。 
※ 児童手当については，市町村からの支給になります。 

イ 会計年度任用職員(非常勤)の場合 
費用弁償等は，一定の要件を満たす場合に支給されます。 
※ 月の途中で任用された場合は，その月の費用弁償等は支給されません。 

○ 給料の詳細については，「鹿児島県学校職員の給与に関する条例」等を参照してください。 
 

４ 勤務等について 
⑴ 服務に関しては校長の指示に従ってください。また，交通事故や速度超過違反等があった場は、直ち
に校長に報告しなければなりません。 

⑵ 臨時的任用教職員(常勤)は，休憩時間を除き，１週間あたり 38 時間 45 分です。会計年度任用職員(非
常勤)の勤務時間は，１日の勤務時間の内，校長が指定した時間となります。また，任用期間以外の日の
勤務は，絶対にしないようにしてください。 



⑶ 年次有給休暇は任用期間により決定されます。 
例：新年度から新たに臨時的任用教職員(常勤)として勤務する場合 

任用期間 12 か月→20 日，６か月→10日 
〇 休暇を含む勤務等の詳細については，「鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例」，「学校職
員の休暇の取扱いに関する規則」等を参照してください。 

 
５ 任用当初の諸手続きについて 

⑴ 諸手当の認定申請 
ア 手当の種類ごとに届出書類を作成し，提出期限内に事務職員を経由して，校長に届け出てくださ 

い。 
※ 届出が遅れると，その遅延期間の手当が支給されないことになります。 

イ 退職の翌日から 10日以内に再度任用された場合で，前回任用時の扶養・通勤・住居の実情に全く
変更がない場合は，申立書を提出すれば，新規の届出は必要ありません。 

⑵ 厚生年金・健康保険（臨時的任用教職員(常勤)のみ） 
ア 厚生年金は，日本年金機構の厚生年金保険に加入することとなり，学校を通じて資格取得手続きを

行います。 
イ 健康保険は，公立学校共済組合の短期組合員となり，学校を通じて資格取得手続きを行い，「公立

学校共済組合員証」（健康保険証）が交付されます。 
⑶ その他 

ア 給与，旅費が口座振込になるため，鹿児島銀行普通預金口座等を開設してください。 
イ 口座を開設したら，「給与口座振込申出書」（４枚複写）を事務職員に提出してください。 
ウ 学校において必要な手続き等については，校長，教頭，事務職員に相談の上，間違いのないように

留意してください。 
 

６ 退職時の諸手続きについて 
⑴ 厚生年金・健康保険（臨時的任用教職員(常勤)のみ） 

ア 退職時には，「公立学校共済組合員証（健康保険証）｣（交付されている組合員証等一式）を所属へ
提出してください。 

イ 退職後は，御自身の状況にあわせて公的年金及び健康保険について手続を行ってください。 
(ｱ) 国民年金等への届出・加入手続を行ってください。なお，年金手帳は紛失しないように大切に保

管してください。 
(ｲ) 健康保険については，国民健康保険等への切替の手続を行ってください。 

また，公立学校共済組合の組合員期間が退職日まで引き続き１年と１日以上ある場合は，任意継
続組合員制度に加入することができます（加入は最長２年間）。加入を希望する場合は，「任意継続
組合員申出書」を速やかに所属所へ提出してください。 
なお，任意継続組合員制度への加入については，退職日を含めて 20日以内に「任意継続組合員

申出書の提出」及び「掛金の払込み」を行う必要がありますので注意してください。 
⑵ 退職手当の請求手続き 

次の書類を校長に提出してください。 
ア 退職手当報告書２（様式第３号） 
イ 退職所得の受給に関する申告書（様式第４号） 
ウ 受領する金融機関の預金通帳の写し（Ａ４版で提出）※給与振込口座以外の場合 

（金融機関の名称，預金種別，預金者名義（フリガナ），口座番号が判ること。） 
 ⑶ 退職手当の支給対象外について 

ア 任用期間が６か月未満の者（ただし，延長の場合は通算後） 
イ 退職日の翌日付けで次の(ｱ)～(ｳ)として採用される者 

(ｱ) 新規採用者 
(ｲ) 他の公務員に採用される者で退職手当の期間の通算が確実な者 
(ｳ) 臨時的任用教職員(常勤)として採用される者（延長を含みます。） 

⑷ 失業者の退職手当（民間における失業手当） 
失業者の退職手当は，求職の意思と労働の能力があり，公共職業安定所に求職の申込みをして職業の

あっせんを必要とする者で，一定の要件を満たす場合（12月以上勤務）に受給資格が発生します。手当
の申請は，県教育庁教職員課給与係に必要書類を提出することになりますが，詳細は，県教育委員会の
ホームページ（教職員の失業者の退職手当）を参照ください。 
なお，不明な点等がありましたら，県教育庁教職員課給与係に問い合わせてください。 
 

７ 臨時的任用教職員(常勤)を対象とした研修について 
⑴ 大島地区臨時的任用教職員（初年度採用）研修会 

鹿児島県で初めて採用された地区内の臨時的任用教職員(常勤)は，大島教育事務所が主催する研修会
（１学期実施予定）に参加してください。 

⑵ その他 
校外における研修会への参加を奨励しています。参加については，校長へ相談してください。 


